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老後への備えとリレー型 DB（確定給付企業年金）導入の緊急性 
2019 年７月 年金数理人 久保知行 

 
（要旨） 
 金融審議会市場ワーキング・グループの報告書『高齢社会における資産形成・管理』で、老後に向けて
の貯蓄が 2000 万円程度必要になる、とされたことが大きな話題となっている。この報告書には、杜撰な
面があるのは確かであるが、少子高齢化の進展を考えれば、この報告書も、「人生 100 年時代」を見据え
てのものであることは間違いない。 

少子高齢化の進行の中で、公的年金を老後の支えの中核にするにしても、今まで以上に自助努力が重要
になってくることは当然である。日本の場合、勤め人では、その重要な源泉が退職金であり、それが姿を
変えた企業年金であった。しかし、企業年金の加入者数の推移をみると、2000 年度末では 2120 万人で
あったものが、2017 年度末では 1606 万人となり、実に 500 万人も減少している。 

この減少の最大の原因は、2012 年 3 月末に廃止された適格退職年金制度から新制度への移行が、うま
く進まなかったことである。後継と目されていた確定給付企業年金への移行は約２割、新たな選択肢であ
る確定拠出年金（企業型）への移行は約１割で、企業年金として存続したのは、僅か３割であった。その
他には、外部積立の政府管掌の退職金制度である中小企業退職金共済制度に約３割で、残る約４割の企業
は、企業年金制度から離脱したのであった。 

このような状況に対して、2018 年 5 月より「簡易型確定拠出年金制度」が導入されたが、まだ実施例
はないようである。そもそもの退職給付額が少ない中小企業においては、老後に向けた準備として 60 歳
以上にならないと受け取れない確定拠出年金（企業型）に退職給付額を振り向ける余地は乏しいのではな
いか。一方の確定給付企業年金では、「簡易な基準に基づく確定給付企業年金」や生命保険会社による「受
託保証型確定給付企業年金」といった対応がとられているが、中小企業における確定給付企業年金の普及
ということには十分には結びついていない。 

最大の障害は、個人情報保護の強化もあって、一層困難となっている退職者の管理にあるのではないか
と思われる。適格退職年金制度でも、外部積立による退職金の保全は図られており、最大の問題は、給付
が老後のための年金に結び付いていないことにあった。そこで、「中小企業の確定給付企業年金→企業年
金連合会の年金支給」という連携した次の形の『リレー型 DB（確定給付企業年金）』を提言したい。 

 
 
                            
                 
     加入者の退職時までの責任             年金受給選択者への給付責任  

 
人生 100 年時代で、企業年金を主体とする私的年金の重要性が一層高まっている現状において、中小

企業にとっての確定給付企業年金制度の使いやすさを向上しつつ、退職者の老後の準備に寄与するよう
な制度体系を、今一度考えなおして見る必要があるのではないかと考える。 
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はじめに 
 金融審議会市場ワーキング・グループ（以下 WG と略）が作成した報告書『高齢社会における資産形
成・管理』1で、老後に向けての貯蓄が 2000 万円程度必要になる、とされたことが大きな話題となってい
る。世論の反響や反発の大きさから、麻生副総理・財務大臣が、この報告書を正式なものとしては受け取
らないとしたことから、混乱や不安が一層広がっている。この報告書の議論展開に、杜撰な面はあるのは
確かであるが、少子高齢化が進展する中では、公的年金を中核としつつも、企業年金や個人年金といった
私的年金によって老後への備えが必要になることは、多くの国⺠が実感として感じていたことでもあろ
う。「2000 万円」という数値が一人歩きして、不安や不信が増幅するだけでは、日本の未来に向けた重要
な考察までもが、ないがしろにされる恐れがある。そこで、この論考では、報告書の意味するところを吟
味し、今後の老後への備えの核となるべき企業年金制度において、リレー型 DB（確定給付企業年金）の
導入の緊急性について提言を行うこととしたい。 
 
１．金融審議会市場 WG 報告書の読み方 
 金融審議会市場 WG 報告書で、世間の話題の中心となったのは、次の資料（報告書 10 頁）である。 
 

図表１ 高齢夫婦無職世帯の収入・支出 

 
  

報告書では、これを第 21 回市場 WG 会議での厚生労働省資料としているが、元の出典は、総務省の家
計調査の 2017 年（平均）分集計資料であり、そのことは、厚生労働省が提出した資料にも明記されてい
る。そもそも、正式な報告書で、出所原典に言及しないようなことは、あってはなるまい。その上、報告
書が公表された 2019 年 6 月 3 日より前に、2018 年平均分の公表も行われている2。 
 原典にあたらない杜撰さの罪は、一人歩きした「2000 万円」に、象徴的に表れている。2000 万円とい
う数値は、図表１をベースとして、「収入と支出の差である不足額約５万円が毎月発生する場合には、20 
年で約 1,300 万円、30 年で約 2,000 万円の取崩しが必要になる」（報告書 16 頁）という記述によるも

                                                       
1 文末の参照資料 1 
2 文末の参照資料３ 
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のである。すなわち、「月 5.5 万円×12 月×20 年・30 年」という単純計算なら、「20 年で約 1,300 万円、
30 年で約 2,000 万円」ということになるわけである。 

ところが、すでに発表されていた上述の 2018 年集計では、不足額は、41,872 円となっている。約４万
円のこの数値からの単純計算なら、「20 年で約 960 万円、30 年で約 1,440 万円」となる。目端の利く事
務局なら、この数値くらいは把握していても良さそうだが、それでも、この数値が出てきたかどうかには
疑問がある。というのは、この報告書自体の目的が、老後に向けた資産形成に警鐘を鳴らすということに
あると思われ、ありていに言えば、不安を煽って、特に貯蓄よりも投資に目を向けさせることにあったも
のと思われるからである。 

そもそも、家計調査は、実態調査を行っているものであり、将来に向けた試算ではない。多くのマスコ
ミが、これを試算として扱っていることには、認識不足の側面があるだろうが、牽強付会的に単純計算で
将来不安を煽った報告書の罪は大きいと言わざるを得ない。蛇足にはなるが、この単純計算に対しては、
厚生労働省も、老後の支出は、介護費用などが出てくる面はあるが、一般的には年齢とともに減少してい
くので、単純に掛け合わせればよいというものではない、としているようである。また、現在の 65 歳以
上の高齢者のデータなら、30 年生きると 95 歳になるが、それも過大な想定であろう。加えて、家計調査
では、資産・負債調査も行っており、2018 年の集計では、「高齢者世帯の貯蓄現在高階級別世帯分布 （二
人以上の世帯）」の貯蓄保有世帯の中央値は、1515 万円となっている3。もちろん、貯蓄が乏しい人も少
なくはないが、高齢者に対して、徒に不安を煽ることが正当化される状況からは、ほど遠い。 

 
２．金融審議会市場 WG 報告書から見えてくるもの 

では、この報告書には、まったく意味がなかったのかと言うと、そうではない。連日のマスコミ報道な
どから、若者などの中に、「やっぱり公的年金は当てにならない」とか「公的年金の保険料を支払う気が
失せる」という意見が出てきているようであるが、あまりにも短絡的な考え方ではないか。 

ひとまず、問題があるとはいえ、図表１の数値を眺めてみよう。月額 5.5 万円の収入不足というのであ
るが、その横には、「社会保障給付」というものがあり、これが高齢者に支給されている公的年金である。
その額は月額 20 万円弱であるから、約 5 万円で 30 年間なら 2000 万円ということなら、月額 20 万円弱
の 30 年間の総額は 8000 万円になる。公的年金は当てにならない、保険料は払わないというのなら、そ
ういう人たちは、自力で約１億円を老後のために準備しなければならないことになる。 

この月額 20 万円弱の公的年金は、基本的に現役世代が支払う保険料によって賄われている。それがな
くなれば、高齢者の生活は破綻するが、ならば、誰が高齢者の扶養の責任を負うのか。その主体は、親に
育てられた子供達であるはずであろう。公的年金は、そのような子世代による親世代の扶養責任を社会化
し、子世代全体で親世代を支えるものである。公的年金があればこそ、子世代は自分の老後なんかを考え
る余力を得ることができるのであって、公的年金がなければ、自分の老後の前に、まず親の老後を考えな
ければならない。そのように、子世代による親世代の扶養の責任を社会化し、空間と時間を超えて、見知
らぬ高齢者も世代間で扶養する仕組みこそが、公的年金の本質であり、２０世紀最大の発明の一つと言わ
れるゆえんなのである。 

ところが、公的年金が当たり前の存在になってくると、その本質が忘れられる。高齢者の中には、若い

                                                       
3 文末の参照資料４の図Ⅲ−５−１。平均値は 2284 万円であるが、高額の貯蓄者の影響を受けるため、中央値で見る方

が適切である。 
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頃に保険料を払ったのだから、給付はもらって当然と考える人がいる。払った保険料は、親の扶養に充て
られたのだから、残ってはいない4。また、若い人の中には、保険料を払っても、それに見合った給付が
支払われないとする人もいるが、支払った保険料は親の老後のために使われ、その分、親の扶養責任を免
れているのであり、自分の給付は、自分の子世代によって支えられるのであるから、少子化対策が何より
も重要であることになるのである。公的年金の存在が当たり前になると、子供を持たなくても公的年金が
老後を支えてくれるということで、少子化が改善されない状況が生まれ得る。これは、皮肉なパラドック
スと言えよう。 

ここで、少子高齢化について考えてみよう。「少子高齢化」と一口に言うが、「少子化」と「高齢化」と
は、分けて考える必要がある。まず、「高齢化」であるが、これは、現在の高齢者層においても、考えな
ければならない問題である。自分達を支えてくれる子世代の人口は、もはや確定している。高齢化による
給付の増加を、さらに子世代に負わせることは困難であり、下手をすれば孫世代にまで依存することにな
る。そうなれば、公的年金どころか、世代間連鎖の仕組みが破綻してしまう。それを防ぐためには、現在
の高齢者層にも、自助努力が要請されることになる。一番重要なのは、「⻑く働く」ようにすることであ
る。また、支え手が減り寿命が延びたことに対する「マクロ経済スライド」による年金給付の実質減額は、
受け入れて生活を見直す必要があるであろう。 

この「高齢化」は、若い世代にも当然影響するが、「少子化」の影響の方が、より深刻である。自分達
の老後を支える子世代の人口の大きさは、自分達が受けられる老後の扶養の大きさに直結するのである。
しかし、豊かになった社会では、若年世代の人口は、一様に減少している。その一因は、前述のように公
的年金による老後の支えとも思われるが、複雑化する社会の中で子供の教育費用などが増大している側
面もある。ともあれ、少子化対策が必要であることは言うまでもないが、それによって少子化の状況が劇
的に変わるというものではないであろう。 

そのような状況の中で、若年層にとっての公的年金制度の意義は、どのようなものになるのであろう
か。図表１を提示した上で、報告書は、「年金制度の持続可能性を担保するためにマクロ経済スライドに
よる給付水準の調整が進められることとなっている」（24 頁）としている。この記述につき、報告書案5

では、「公的年金制度が多くの人にとって老後の収入の柱であり続けることは間違いないが、少子高齢化
により働く世代が中⻑期的に縮小していく以上、年金の給付水準が今までと同等のものであると期待す
ることは難しい。今後は、公的年金だけでは満足な生活水準に届かない可能性がある。」（報告書案 24 頁）
としていたが、きつ過ぎる表現ということで変更されている。 

現在の公的年金制度では、マクロ経済スライドで標準世帯において現役世代の平均的所得水準の 50％
の給付水準までは確保することを目標としている。減ったとしても、公的年金が老後の支えの中核にな
る。もちろん、この目標水準の確保は、少子高齢化の一層の進展や経済状況の悪化などによって挑戦を受
けることにはなるが、一方で、その目標は 65 歳時点での給付水準であることにも、留意が必要である。
高齢化の状況を考えれば、65 歳時点で考えるのは適切とは思われず、将来的には、公的年金の支給開始
年齢を引き上げ、その年齢までの就労環境を整備する必要があるのは自明であろう。そのための政策整備
が必要であり、この報告書も、そうした「人生 100 年時代」を見据えてのものであることは間違いない。 

                                                       
4 日本の公的年金制度では、諸外国に比べて規模の大きい４，５年分の積立金があるが、それは、少子高齢化の動きが急

速なために形成されたものであり、余分に保険料を拠出したというものではない。 
5 文末の参照資料２ 
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３．企業年金制度における課題 
少子高齢化の進行の中で、公的年金を老後の支えの中核にするにしても、今まで以上に自助努力が重要

になってくることは当然である。日本の場合、勤め人では、その重要な源泉が退職金であり、それが姿を
変えた企業年金であった。しかし、そこに大きな変化が生じているのである。 

 
図表２ 企業年金の加入者数の推移 

 
（出所）文末の参照資料５の 3 頁 

 
図表２は、21 世紀に入ってからの企業年金の加入者数の推移である。2000 年度末では、適格退職年金

制度と厚生年金基金制度とで加入者数は 2120 万人であったものが、2017 年度末の確定給付企業年金と
確定拠出年金（企業型）主体の加入者数は 1606 万人となり、実に 500 万人も減少している。いずれも双
方の制度に入っている人もいるため、合計の加入者数が企業年金の適用を受けている人数を示している
わけではないが、大幅に減少したことは見て取れる。 

この減少の最大の原因は、2001 年に成立した確定給付企業年金制度によって、積立基準や義務がなく
受給権保護のための措置が不十分であるとされた適格退職年金制度が、10 年の経過期間を経て 2012 年
3 月末に廃止されたことであろう。その適格退職年金の後継は、確定給付企業年金であると目されていた
が、図表３に見るように、移行したのは約２割に過ぎない。また、新たな選択肢である確定拠出年金（企
業型）に移行したのも約１割でしかなく、企業年金として存続したのは、僅か３割であった。 

では、その他の制度はどうなったのか。中小企業については、中小企業退職金共済制度に約３割が移行
しているが、これは外部積立の政府管掌の退職金制度であり、基本的に年金給付は行っていない。残る約
４割の企業は、企業年金制度から離脱したのであった。 
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図表３ 適格退職年金制度からの移行状況 

 
（出所）文末の参照資料６の 4 頁 

 
適格退職年金の後継の主力と目された確定給付企業年金にあまり移らなかったのは何故なのか。企業

年金・国⺠年金の部会資料では、「確定給付企業年金の導入の障害」として、「財政的負担」および「手続
き上の負担」が大きいとする調査結果に触れている6。  

このうち、「財政的負担」は、企業が従業員の退職後に年金給付を支給し続けることに対するものと考
えられる。欧⽶と異なり、日本では終⾝年金を義務付けしていないので、⻑生きリスクにはさらされない
制度がほとんどであると思われるが、不透明な投資環境の中で積立不足を補填するリスクについては、退
職給付会計で開示する必要もあるので、懸念する企業も多いものと思われる。 

一方の「手続き上の負担」は、分明ではないが、退職者のデータの管理が挙げられるのではないか。適
格退職年金では、退職者は一時金を受給するケースが多く、一部では、「適格一時金制度」とも称される
状況であった。そのために、年金給付につながらないことが適格退職年金廃止の一因であったのである
が、折から、個人情報保護ということで、退職者の情報を管理するコストとリスクは大きくなっており、
企業のみならず、制度を受託する金融機関も神経を遣う状況になっている。中小企業の適格退職年金が中
小企業退職金共済制度に相当数移ったのも、このことが影響したのではないかと思われる。 

一方、新たな選択肢である確定拠出年金（企業型）への移行推進は、どうだろうか。厚生労働省は、特
に中小企業での確定拠出年金（企業型）の実施率が低いことに対して、2018 年 5 月より設立の条件等を
緩和した「簡易型確定拠出年金制度」を導入したが、実施実績は、まだない模様である。 

この「確定給付企業年金の導入の障害」についても、先述の調査が行われているが、そこで指摘されて
いるのは、「財政的負担」、「加入者への投資教育の負担」および「手続き上の負担」とのことである7。「財
政的負担」は、確定給付企業年金制度の場合と異なり、退職金であれば、後払いするか前払いするかの違
いであるから、恐らくは、退職金もない会社の中での話であろう。「手続き上の負担」は、そもそも確定

                                                       
6 文末の参照資料６の 14 頁。参照元は、「年金シニアプラン総合研究機構」の報告書。 
7 同上の 20 頁。 
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拠出年金という制度を知っている人が中小企業などでは少ないことによるのではないかと思われる。特
徴的なのは、「加入者への投資教育の負担」であり、日本人で投資に馴染みのある人は少ないので、「投資
教育」をしろと言われてもと⼾惑う企業の経営者や担当者の姿が目に浮かぶ。 

しかし、中小企業において、確定拠出年金（企業型）の実施率が低いことには、別の理由があるのでは
ないかと筆者は考えている。それは、大企業と比べた場合の、中小企業の退職金の低さである。図表４を
見ていただきたい。 

 
図表４ 企業規模別の平均退職給付額の推移 

 
（出所）文末の参照資料７の 29 頁。原典は人事院資料。 

     
この資料は、実際に発生した退職者についての給付額の平均であるので、利用には注意が必要である

が、大企業に比べて、中小企業の退職給付額が低いことは見て取れる。2017 年 3 月の数値では、従業員
規模が 1000 名以上の 2,681 万円に対して、100 名以上 500 名未満では 1,419 万円となっており、約 53％
の水準でしかない。 

このことが、確定拠出年金（企業型）の実施率に及ぼすことの推定であるが、大企業で確定拠出年金（企
業型）を導入している場合であっても、退職給付額の全額としているところは少なく、一部を確定拠出年
金（企業型）とし、残りは退職一時金ないしは確定給付企業年金としているものが大勢であると思われ
る。しかし、そもそもの退職給付額が少ない中小企業においては、老後に向けた準備として 60 歳以上に
ならないと受け取れない確定拠出年金（企業型）に退職給付額を振り向ける余地は乏しいものと思われる
のである。 

 
４．中小企業における確定給付企業年金制度の必要性 

そのような状況を考えれば、中小企業に対して、確定拠出年金（企業型）の導入を推奨しても、効果は
限定的であると思われる。60 歳未満での給付が広範に認められれば効果はあるであろうが、そもそも老
後に向けた準備に寄与するということで税制優遇が認められているのであるから、それは困難であろう。 

その点からすれば、中小企業には、もっと確定給付企業年金制度を採用しやすいようにする必要がある
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であろう。ところが、この点において、現行制度における取り組みは、十分なものとは思われない。 
その対応策としては、いくつかのものが挙げられている8。まず、「簡易な基準に基づく確定給付企業年

金」である。これは、「加入者の数が 500 人に満たない確定給付企業年金（後述の受託保証型確定給付企
業年金を除く）では、掛金計算や財政検証において簡便な方法による数理計算が認められている」という
ものであり、2019 年３月末時点で 3,836 件の導入実績があるとされている。一定の役割は果たしている
が、数理計算の簡便化だけでは、大きな効果は期待できない結果となっている。 

次に、「受託保証型確定給付企業年金」であるが、これは制度化されているものではなく、「保険契約に
より、積立不足が発生しないことが確実に見込まれる確定給付企業」ということで、特に小規模の企業に
ついて、「掛金計算や財政検証において簡便な方法よる数理が認められているほか、手続面での簡素化が
図られている」というものである。適格退職年金では、従業員数 100 人未満の企業の採用も多かったが、
その受け皿として生命保険会社が主体となって手配したものであろう。2019 年３月末時点で 1,167 件の 
導入実績とのことであるが、給付設計に企業独自の退職給付の形状を反映させることは困難であり、一定
規模以上の中小企業のニーズに対応するものとまでは言えないものと思われる。 

確定給付企業年金では、この他に、キャッシュバランス型の給付設計や、リスク対応掛金やリスク分担
型企業年金といった対応がとられている。しかし、それらは、退職給付会計対策をにらんだ大企業向けの
ものであり、中小企業に対して配慮したものとは言えないものである。 

中小企業にとって利用しやすい確定給付企業年金制度とは、どのようなものなのかを考える時、筆者の
脳裏には、東京経営者協会において適格退職年金の移行相談を受けた時の状況が、いつも浮かんでくる。 

2012 年 3 月末の適格退職年金の廃止を控え、相談室には、中小企業の社⻑ご自⾝がいらっしゃった。
従業員規模は 300 人未満で、資産規模は 20 億円程度、適格退職年金としては、それなりの規模と思われ
る状況であったが、移行先が決まらないということであった。 

まず、確定拠出年金（企業型）への移行については、60 歳まで引き出せないこともネックではあるが、
何よりも、投資に不慣れな従業員に無理やりに自己責任で運用を強いることは経営者として無責任だし、
従業員には、安心して業務に邁進してもらいたいとのことであった。 

すると、確定給付企業年金への移行ということになるのであるが、この規模では、移行を引き受けてく
れる金融機関がないと言うのである。実際のところ、最大のネックは、退職者の取り扱いである。適格退
職年金であれば、基本的には一時金で受給するので、退職者の管理を行う必要がない。また、仮に年金を
選んでも、適格退職年金では退職後すぐに給付を行う有期年金、すなわち退職金の分割払いが認められて
いたので、退職者の管理の手間も、さほどではない。ところが、確定給付企業年金では、退職時からの年
金支給は認められず、60 歳以上になってからの年金支給が必要になる。退職者について、60 歳までの所
在管理をする手間と責任は大きく、個人情報保護の強化もあって、金融機関でも対応し切れないから、企
業自⾝で対応する必要が出てくるのである。退職による人員の入れ替わりが相対的に多く、人事労務担当
者が兼務であったりする中小企業において、その対応が困難を極めることは想像に難くない。 

そうした結果として、最終的に推奨せざるを得ないこととなったのが、中小企業退職金共済制度なので
ある。その時、「中退共ですか。頑張って中小企業から脱却して、自前の企業年金を持つところまで来た
のに。国は、何を考えて、従業員のためにと思って頑張って運営してきた企業年金を潰すようなことをす
るのでしょうか。」とつぶやかれたお言葉と、寂しそうな横顔は、今も忘れることができない。 

                                                       
8 以下の記述は、文末の参照資料６の 15 頁以降による。 
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４．中小企業にとって必要なリレー型 DB（確定給付企業年金制度）の緊急性 
確定給付企業年金制度を中小企業にとって利用しやすいものとするための原点は、適格退職年金の利

点と欠点に立ち戻ることであろう。最大の利点は、退職金が、社外の金融機関に積み立てられ、万一の企
業の倒産の場合にも、資産が保全されるということである。社外に資金が流出することを嫌う経営者もい
るであろうが、適格退職年金の普及と、そこから３割が移行した外部積立の中小企業退職金共済の状況を
考えれば、経営者にとって、従業員のためだけでなく、いずれ支払う必要のある退職金の計画的な準備に
寄与する外部積立の利用には、抵抗感は少ないのではないか。 

一方、最大の欠陥は、老後に向けた年金給付につながっていなかったことである。しかし、この点を、
中小企業の確定給付企業年金で個々に対応するのは、個人情報保護の強化もあって、困難であると言わざ
るを得ない9。そこで考えられるのが、企業年金連合会への移換である。確定拠出年金制度と確定給付企
業年金制度とのポータビリティの強化によって、中途退職者の定義が見直され、確定給付企業年金制度に
おいて、年金受給開始可能年齢に到達していない脱退者は、中途退職者として取り扱われることとなっ
た。この取り扱いを一歩進めて、中小企業については、年金受給開始可能年齢に到達している者について
も、企業年金連合会への移換を可能とすることにすればよいのではないか（図表５）。そうすれば、中小
企業は、従業員の退職時までの責任を負うことに集中できる一方、退職者の年金支給については、企業年
金連合会が引き受けることとなり、両者が連携して、適格退職年金制度の欠陥を是正し、確定給付企業年
金制度を核とする老後への準備の体制が整う。この「中小企業の確定給付企業年金→企業年金連合会の年
金支給」の連携が、図表６に示したリレー型 DB（確定給付企業年金）の骨子である。 

図表５ 必要な規制緩和（厚生労働省ＨＰの図10に一部追記） 

 

図表６ リレー型 DB の骨子 

 
                            
                 
     加入者の退職時までの責任             年金受給選択者への給付責任  
 
 
                                                       
9 確定拠出年金（企業型）では、60 歳より前に退職した加入者の分は、元の制度には残らない。他の企業型に移った分は

まだよいが、個人型に移るべき分が放置され、大問題になっている状況にも通じるものである。 
10 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192886.html#001 
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おわりに 
 適格退職年金からの移行が想定通りに進まなかった中小企業について、企業年金の実施率を引きあげ
ることは、喫緊の課題であろう。しかしながら、現行の確定給付企業年金制度の状況では厳しいものがあ
り、また、新たな選択肢とされた確定拠出年金（企業型）も、中小企業にとっては使い勝手のよいものと
は言えない面がある。 

そもそも、確定給付型の適格退職年金の移行先の本命は、同じ確定給付型の確定給付企業年金制度だっ
たのではないか。人生 100 年時代で、企業年金を主体とする私的年金の重要性が一層高まっている現状
において、中小企業にとっての確定給付企業年金制度の使いやすさを向上しつつ、退職者の老後の準備に
寄与するような制度体系を、今一度考えなおして見る必要があるのではないかと考える。 

（以 上） 
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